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２ 人身安全対処ＰＴの編成等

⑴ 構成

人身安全対処ＰＴは，生活安全部人身安全・少年課内に設置し，司令塔として

生活安全部参事官を，副司令塔として生活安全部人身安全・少年課長を，統括官

として生活安全部人身安全・少年課人身安全対策室長を，対策官として児童虐待

対策官を充てるほか，生活安全部生活安全企画課，同地域課，同人身安全・少年

課，同生活環境課，同サイバー犯罪対策課並びに刑事部捜査第一課に所属する課

長補佐，係及び隊をもって構成する。ただし，本部長が特に命ずるときは，この

限りでない。

⑵ 編成

人身安全対処ＰＴに支援班１及び支援班２を置き，支援班１には生活安全部生

活安全企画課子供・女性の安全対策係，生活安全部人身安全・少年課企画係，同

課少年サポート係，同課少年事件係，同課人身安全一係及び刑事部捜査第一課特

殊事件捜査係を，支援班２には生活安全部地域課自動車警ら隊，生活安全部人身

安全・少年課人身安全一係，同課人身安全二係，生活安全部生活環境課生安特捜

係，生活安全部サイバー犯罪対策課特捜係及び刑事部捜査第一課機動捜査隊をも

って充てる。

なお，人身安全対処ＰＴの編成については，人身安全関連事案対処プロジェク

トチーム（ＰＴ）編成表（別表）のとおりとする。

３ 任務

⑴ 人身安全対処ＰＴ

人身安全対処ＰＴは，警察署からの人身安全関連事案に係る報告を一元的窓口

となって受理するとともに，関係警察署と緊密に連携の上，その危険性・切迫性

を判断し，これに基づき行為者の事件検挙，行政措置，被害者の保護対策等に関

する警察署への指導・助言・支援を一元的に行うことを任務とする。

⑵ 司令塔

司令塔は，人身安全関連事案の情報を集約し，各所属長及び人身安全対処ＰＴ

を総括指揮する。

⑶ 副司令塔

副司令塔は，司令塔を補佐する。

⑷ 統括官

人身安全対処ＰＴの事務を総括する責任者として，その任務を遂行するため人

身安全対処ＰＴに所属する課長補佐，係及び隊を適切に指揮するとともに，関係

所属と緊密に連絡協調して，人身安全関連事案に関する情報の一元的集約，擬律

判断，被害者の保護対策，加害者の検挙対策，現場支援班の編成，関係都道府県

警察との連絡・調整等を行う。

⑸ 対策官

対策官は，統括官と連携し，児童虐待に関する事務を総括する。

⑹ 支援班１及び支援班２

支援班１及び支援班２は，被害者の保護対策，加害者の検挙対策等に関する現
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場支援を行う。

なお，支援班１については，人身安全関連事案に関する事務全般を行う総務を

兼ねる。

４ 基本的な対応

⑴ 事案認知時の対応

人身安全関連事案を認知した場合は，その全てについて，事案を認知した段階

で警察署長に速報するとともに，並行して人身安全対処ＰＴに速報すること。

報告を受けた警察署長は，人身安全対処ＰＴの指導・助言を得つつ対処方針及

び対処体制を決定すること。

統括官は，司令塔の指揮の下，警察署担当者に対し継続して指導・助言を行う

とともに，事案に応じて現場支援班の派遣その他の応援派遣等の支援を行うこと。

⑵ 被害者の保護等

各事案の被害者等に危害が加えられる危険性・切迫性が極めて高いと認められ

る場合には，警察署長にあっては，直ちに警察署員を招集するなどして即応体制

を確立し，人身安全対処ＰＴにあっては，現場支援班を警察署に派遣するととも

に，対処について継続的な指導・助言・支援を行うこと。

また，被害者等については，危害が加えられる危険性・切迫性の軽重に関わら

ず，積極的に安全な場所へ速やかに避難させることとし，やむを得ない事情等に

より避難させられない場合には，被害者等身辺の警戒等の措置を確実に行うこと。

⑶ 行為者への措置

警察署長は，人身安全関連事案の行為者に対しては，被害者等に危害が加えら

れる危険性・切迫性に応じて第一義的にはあらゆる法令を活用した検挙措置等に

より加害行為の防止を図ること。

⑷ 事案認知時における危険性等の見極め

警察署長は，人身安全関連事案に係る相談への対応に当たっては，被害者等に

危害が加えられる危険性・切迫性の判断，事件化のための擬律判断等を的確に行

うために必要があると認めるときは，生活安全部門及び刑事部門の担当者に共同

で聴取を行わせ，事案の見極めを誤らないようにすること。

５ 組織的かつ継続的な対応の徹底

人身安全関連事案については，関係者の行動範囲が定まらないことが多い上，事

態が急展開したり，沈静化した事案が急に再燃する場合もあることなどから，人身

安全対処ＰＴ及び関係警察署をはじめ，全ての所属が緊密に連絡・連携し，関連情

報の共有化や即応体制を確保することにより組織的かつ継続的な対応を図ること。

特に司令塔においては，人身安全対処ＰＴの業務を円滑に推進するため，平素か

ら各所属長との緊密な連絡協調に努めること。

６ 教養訓練の徹底

人身安全関連事案は，相談窓口のみならず，110番通報や被害届の受理といった

種々の警察活動の過程で認知し，事案の危険性・切迫性や事件化の判断，その後の

対応等で各部門の組織的連携が重要となることから，その迅速かつ的確な対応が図

れるよう，各所属長は，全職員に対する教養や人身安全対処ＰＴとの合同による実
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戦的な訓練等を反復実施すること。
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人身安全一係

対 策 官

児童虐待対策官

子ども・女性の安全対策係

サイバー犯罪対策課

特捜担当補佐

捜査第一課

機動捜査隊⾧
機 動 捜 査 隊

地 域 課

自動車警ら隊⾧

人身安全・少年課

人身安全二係担当補佐
人身安全一係・二係

生 安 特 捜 係

特 捜 係

自 動 車 警 ら 隊

別 表

人身安全関連事案対処プロジェクトチーム（ＰＴ）編成表

司 令 塔

生活安全部参事官

副 司 令 塔

人身安全・少年課⾧

生活環境課

風俗事件，環境・生活

経済事件捜査担当補佐

支

援

班

２

支

援

班

１

少年事件係

捜査第一課

特殊事件捜査

担当補佐

特 殊 事 件 捜 査 係

企画係，少年サポート係

統 括 官

人身安全対策室⾧

生活安全企画課

犯罪抑止対策，子ども・

女性の安全対策担当補佐

人身安全・少年課

企画担当補佐

人身安全・少年課

少年事件担当補佐

人身安全・少年課
人身安全一係担当補佐


